
尾花沢市監査委員　丹　川　弘　行
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定例監査（施設等）の結果について

　地方自治法第１９９条第１項、第４項の規定に基づく定例監査を尾花沢市監査基準に準拠して
実施しましたので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり公表する。

記

令和７年１２月１０日

( 市 民 図 書 館 )

第１.　監査の対象、監査の期日及び執行委員

監査の対象

芭 蕉 、 清 風 歴 史 資 料 館

福 原 地 区 公 民 館

文 化 体 育 施 設

学 習 情 報 セ ン タ ー

監査の期日 執行委員

尾 花 沢 地 区 公 民 館

宮 沢 地 区 公 民 館

中 央 診 療 所 １０月１４日（火）
丹　川　弘　行

小　関　英　子

１０月１５日（水）

玉 野 地 区 公 民 館
常 盤 地 区 公 民 館

第２.　監査の範囲

　令和６年９月１日から令和７年８月３１日現在における財務事務及び関連事務事業の執行状況

　別添のとおり、一部に指摘事項が見られたので、適切な措置を講じられたい。

第３.　監査の着眼点

　財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかどう
かを主眼として監査を実施した。

第４.　監査の実施内容

　尾花沢市監査委員条例第４条第２項の規定により通知し、資料及び関係諸帳簿の提出を求める
とともに、施設管理状況を現場確認しながら関係職員の説明を聴取する方法により監査を実施し
た。

第５.　監査の結果



（別添）監査の結果

【指摘事項】

施設名　尾花沢地区公民館

施設名　宮沢地区公民館

施設名　常盤地区公民館

以上

１．令和６年度定例監査において注意しているが、各団体会計において、繰越額が多くなって
　　いる。各世帯より集金を行う団体もあり、実施事業規模に応じ、収入の見直しを検討され
　　たい。

１．令和６年度管理番号20818、旅費の支払について旅行の最終日から３か月を超えて支払し
　　ている。
２．令和６年度管理番号20819、旅費の支払について旅行の最終日から３か月を超えて支払し
　　ている。

１．令和６年度定例監査において注意しているが、各団体会計において、繰越額が多くなって
　　いる。各世帯より集金を行う団体もあり、実施事業規模に応じ、収入の見直しを検討され
　　たい。


